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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁性キャリアおよびトナーを含む現像剤を収納する現像槽と、
　外周面が前記現像槽の内部と前記現像槽の外部の現像領域とを交互に通るように回転し
、前記現像槽の内部の第１領域にて磁力によって前記外周面に現像剤を引き付け、前記外
周面に引き付けられている現像剤によって前記現像領域にて現像を行い、前記現像槽の内
部に位置し且つ前記第１領域より前記回転の方向の上流に位置する第２領域にて前記現像
領域通過後の前記外周面に残存する現像剤を磁力により引き離して前記現像槽に戻す現像
スリーブと、
　前記現像スリーブの内周側にて固定され、前記現像剤を前記外周面に引き付ける磁界を
前記第１領域に形成する第１磁極、および、前記現像剤を前記外周面から引き離す磁界を
前記第２領域に形成する第２磁極を含む磁気部材とを有する現像装置において、
　前記現像剤が前記外周面に引き付けられる事を抑制する磁界を、前記現像槽の内部に位
置し且つ第１領域よりも前記回転の方向の上流側であって前記第２領域よりも前記回転の
方向の下流側に位置する中間領域に形成する第３磁極が前記磁気部材に含まれており、
　前記現像領域よりも前記回転の方向の上流側且つ前記第１領域よりも前記回転の方向の
下流側において前記現像スリーブの外周面に対して間隙を空けて配され、前記外周面に引
き付けられている現像剤の一部を前記外周面から前記現像槽へ掻き落とすブレード部材が
備えられ、
　前記ブレード部材は、前記現像スリーブの外周面に対する法線方向に沿った磁束の磁束
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密度よりも前記外周面に対する接線方向に沿った磁束の磁束密度が大きい領域であって、
前記接線方向に沿った磁束の磁束密度が前記回転の方向の上流側よりも下流側の方が高く
なっている領域に配置されていることを特徴とする現像装置。
【請求項２】
　前記第２磁極の極性と前記第３磁極の極性とは同一であり、
　前記第３磁極の磁束密度のピーク値は１０ｍＴ以上であって３０ｍＴ以下であることを
特徴とする請求項１に記載の現像装置。
【請求項３】
　前記第１磁極の磁束密度のピーク値は３０ｍＴ以上であって６０ｍＴ以下であることを
特徴とする請求項１に記載の現像装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の現像装置を備えた画像形成装置。
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子写真方式の画像形成装置に備えられている現像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式の画像形成プロセスにおいては、均一に帯電された感光体が画像情報に応
じて露光されることによって前記感光体に静電潜像が形成され、前記感光体に形成された
静電潜像に対して現像装置によって現像剤が供給され前記静電潜像が現像される。
【０００３】
　現像の方式としては、磁性１成分現像剤または非磁性２成分現像剤を用いる１成分現像
方式と、トナーと磁性キャリアとを含む２成分現像剤を用いる２成分現像方式とがある。
２成分現像方式では、現像槽内において磁性キャリアとトナーとを攪拌して互いに摩擦帯
電させることによってキャリアの表面にトナーを付着させる。そして、現像ローラの内側
から発生する磁界によって現像ローラの外周面に現像槽内の現像剤を引き付けて、引き付
けた現像剤を現像ローラから感光体の静電潜像へ移行させて現像する。このような２成分
現像方式は１成分現像方式に比べて装置の構成が若干複雑になるが、トナーの電位設定が
比較的容易であり、高速対応性および安定性に優れるため、多用されている。
【０００４】
　つぎに、２成分現像方式の現像装置の構成について説明する。前記現像装置には、現像
槽と現像ローラとが備えられている。現像ローラは、回転可能な現像スリーブと、現像ス
リーブ内側にて非回転に固定される磁気部材とからなる。現像スリーブは、その外周面が
現像槽の内部と現像槽の外部の現像領域とを交互に繰り返し通るよう回転し、現像槽の内
部にて磁力によって前記外周面に現像剤を引き付け、前記外周面に引き付けた現像剤を現
像領域にて感光体に供給する。なお、現像剤は、現像スリーブ表面に引き付けられている
時、トナーの付着されたキャリアからなる磁気ブラシ（穂立ち状）になっている。
【０００５】
　また、現像槽の内部であって前記現像スリーブの周囲には、現像スリーブの回転方向の
下流から上流に向けて順に、現像領域を通る前の前記外周面に対して前記現像槽の現像剤
が引き付けられる引付領域と、前記現像領域を通った後の前記外周面に残存する現像剤が
前記外周面から引き離される引離領域とが設定されている。
【０００６】
　そして、現像スリーブ内側の中空部においては、前記外周面に前記現像剤を引き付ける
ための磁界を前記引付領域に形成する第１磁極と前記外周面から前記現像剤を引き離すた
めの磁界を前記引離領域に形成する第２磁極とを有する磁気部材が非回転に固定されてい
る。
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【０００７】
　これにより、現像スリーブは、現像槽内の引付領域にて現像剤を外周面に引き付けて、
前記外周面に引き付けられた現像剤を現像槽外の現像領域にて感光体に供給し、現像領域
を通過した後の前記外周面に残存している現像剤を現像槽内の引離領域にて前記外周面か
ら引き離して現像槽へ戻す。そして、前記引離領域にて現像槽へ戻された現像剤は、前記
引付領域にて再び現像スリーブの外周面に引き付けられる。
【０００８】
　また、下記特許文献１および特許文献２には２成分現像方式の現像装置の典型的構成が
示されている。なお、特許文献１の図５および図７には現像ローラが示されているが、こ
の現像ローラに含まれるＰ２極は前記引付領域に磁界を形成する前記第１磁極に相当し、
この現像ローラに含まれるＰ３極は前記引離領域に磁界を形成する前記第２磁極に相当す
る。また、特許文献２の図２および図４～図６にも現像ローラが示されているが、この現
像ローラに含まれるＳ２極は前記引付領域に磁界を形成する前記第１磁極に相当し、この
現像ローラに含まれるＳ３極は前記引離領域に磁界を形成する前記第２磁極に相当する。
【特許文献１】特開２００４－２１９５１０号公報（公開日：平成１６年８月５日）
【特許文献２】特許３２７６０９３号（発行日：平成１４年４月２２日）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、従来の現像装置では、現像ローラに含まれる現像スリーブの内側においては
、現像スリーブの回転方向下流側から上流側に向けて前記第１磁極と前記第２磁極とがこ
の順序にて互いに隣り合うように配列されている。それゆえ、現像槽内且つ現像スリーブ
の外周においては、前記引付領域と前記引離領域とは互いに隣り合うことになる。
【００１０】
　したがって、従来の現像装置では、特許文献２の図２に示されるように、引離領域と引
付領域との境界付近において現像スリーブ外周面から引き離された現像剤が直ぐに現像ス
リーブ外周面に引き付けられるという現象が生じる。それゆえ、現像槽内の現像剤のうち
、一部の現像剤のみが連続して繰り返し現像スリーブに引き付けられるという事態が生じ
、現像剤が直ぐに劣化してしまうといった問題が生じる。
【００１１】
　本発明は、前記問題に鑑みてなされたものであって、現像剤の劣化速度を抑える事の可
能な現像装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　以上の目的を達成するために、本発明は、磁性キャリアおよびトナーを含む現像剤を収
納する現像槽と、外周面が前記現像槽の内部と前記現像槽の外部の現像領域とを交互に通
るように回転し、前記現像槽の内部の第１領域にて磁力によって前記外周面に現像剤を引
き付け、前記外周面に引き付けられている現像剤によって前記現像領域にて現像を行い、
前記現像槽の内部に位置し且つ前記第１領域より前記回転の方向の上流に位置する第２領
域にて前記現像領域通過後の前記外周面に残存する現像剤を磁力により引き離して前記現
像槽に戻す現像スリーブと、前記現像スリーブの内周側にて固定され、前記現像剤を前記
外周面に引き付ける磁界を前記第１領域に形成する第１磁極、および、前記現像剤を前記
外周面から引き離す磁界を前記第２領域に形成する第２磁極を含む磁気部材とを有する現
像装置において、前記現像剤が前記外周面に引き付けられる事を抑制する磁界を、前記現
像槽の内部に位置し且つ第１領域よりも前記回転の方向の上流側であって前記第２領域よ
りも前記回転の方向の下流側に位置する中間領域に形成する第３磁極が前記磁気部材に含
まれていることを特徴とする。
【００１３】
　本願発明の現像装置によれば、現像槽内において、現像スリーブに現像剤が引き付けら
れる領域である第１領域と、現像スリーブに引き付けられている現像剤が現像槽へ戻され
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る領域である第２領域との間には、現像槽の現像剤が現像スリーブに引き付けられる事が
抑制される領域である中間領域が配され、第２領域と第１領域とは離間していることにな
る。それゆえ、第２領域にて現像スリーブから現像槽へ戻された現像剤が直ちに第１領域
にて現像スリーブへ引き付けられるというような事は生じない。これにより、一部の現像
剤のみが繰り返し使用される事を抑制でき、現像剤の劣化速度を抑制する事が可能になる
という効果を奏する。
【００１４】
　これに対し、従来の現像装置では、現像スリーブに引き付けられている現像剤が現像ス
リーブから引き離されて現像槽へ落下する領域である引離領域と、現像槽の現像剤が現像
スリーブへ引き付けられる領域である引付領域とが隣接し合っていたため、引離領域と引
付領域との境界付近において現像スリーブから落下した現像剤が落下後直ちに現像スリー
ブへ引き付けられるという事が生じ、これにより、一部の現像剤のみが繰り返し使用され
、一部の現像剤のみが直ぐに劣化してしまうという不都合が生じていた。
【００１５】
　また、前記第２磁極の極性と前記第３磁極の極性とを同一にした場合に、前記第３磁極
の磁束密度のピーク値が１０ｍＴに満たなければ、第１磁極の影響が第２領域にまで及び
、第２領域において前記現像剤を前記外周面から反発させるような磁界を形成することが
困難になる。また、前記第３磁極の磁束密度のピーク値が３０ｍＴを超えてしまうと、前
記第３磁極に形成される磁界によって現像剤が現像スリーブに引き付けられてしまい、中
間領域にて現像剤が現像スリーブに引き付けられるという不都合が生じる。それゆえ、本
発明の現像装置は、前記構成に加えて、前記第２磁極の極性と前記第３磁極の極性とは同
一であり、前記第３磁極のピーク値は１０ｍＴ以上であって３０ｍＴ以下であることが好
ましい。
【００１６】
　なお、前記の極性とはＮ極またはＳ極を意味する。つまり、第２磁極の極性と前記第３
磁極の極性とを同一である場合とは、第２磁極と第３磁極とのいずれもがＮ極である場合
、または、第２磁極と第３磁極とのいずれもがＳ極である場合を意味する。
【００１７】
　さらに、本発明の現像装置には、前記現像領域よりも前記回転の方向の上流側且つ前記
第１領域よりも前記回転の方向の下流側において前記現像スリーブの外周面に対して間隙
を空けて配され、前記外周面に引き付けられている現像剤の一部を前記外周面から前記現
像槽へ掻き落とすブレード部材を備えてもよい。
【００１８】
　また、前記第１磁極の磁束密度のピーク値が３０ｍＴに満たなければ、十分な量の現像
剤を現像スリーブに引き付けることができず、現像処理に必要な量の現像剤を現像領域ま
で搬送できないため、良質な画像を得る事ができなくなる。また、前記第１磁極の磁束密
度のピーク値が６０ｍＴを超えてしまうと、第１領域にて現像スリーブに引き付けられる
現像剤が多くなりすぎ、ブレード部材によって掻き落とされる現像剤の量が増加し、現像
剤に対するストレスの付加頻度が高くなり、現像剤の劣化が促進されるために、画質劣化
が生じやすくなる。それゆえ、前記第１磁極の磁極密度のピーク値は３０ｍＴ以上であっ
て６０ｍＴ以下であることが好ましい。
【００１９】
　また、前記ブレード部材は、前記現像スリーブの外周面に対する法線方向に沿った磁束
の磁束密度よりも前記外周面に対する接線方向に沿った磁束の磁束密度が大きい領域に配
置されていることが好ましい。これにより、現像剤がドクターブレードに衝突する際に生
じる磁性キャリアと磁性キャリアとの間の摩擦が起こりにくくなり、現像剤の劣化速度を
抑制することが可能になる。
【００２０】
　さらに、前記ブレード部材は、前記接線方向に沿った磁束の磁束密度が前記回転の方向
の上流側よりも下流側の方が高くなっている領域に配置されていることが好ましい。これ
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により、現像剤がブレード部材に衝突する際に生じる磁性キャリアと磁性キャリアとの間
の摩擦をより一層低減でき、現像剤の劣化速度をより一層抑制できる。
【００２１】
　また、本発明の現像装置は画像形成装置に備えられる。なお、画像形成装置とは、電子
写真方式のプリンタ，複写機，複合機，ファクシミリ等の印刷装置を意味する。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のように、本発明の現像装置は、前記現像剤が前記現像スリーブの外周面に引き付
けられる事を抑制する磁界を、前記現像槽の内部に位置し且つ第１領域よりも前記回転の
方向の上流側であって前記第２領域よりも前記回転の方向の下流側に位置する中間領域に
形成する第３磁極を含むことを特徴とする。これにより、一部の現像剤のみが繰り返し使
用される事を抑制でき、現像剤の劣化速度を抑制する事が可能になるという効果を奏する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　〔実施の形態１〕
　本発明の一実施形態の画像形成装置について説明する。図１は、本実施形態の画像形成
装置の内部構成を示す図である。
【００２４】
　画像形成装置１００は、電子写真方式のプリンタであり、感光体ドラム１０が配置され
ている。さらに、感光体ドラム１０の周囲には、感光体ドラム１０の回転方向に沿って、
帯電装置１１、露光装置１２、現像装置１３、転写装置１４、クリーニング装置１５、除
電装置１６が順に配されている。
【００２５】
　感光体ドラム１０は、図１に示すように、アルミニウム等の金属ドラムからなる基材と
、基材の外周面において薄膜状に形成されている有機光半導体（ＯＰＣ）やアモルファス
シリコン（ａ－Ｓｉ）等の光導電層とからなる。
【００２６】
　帯電装置１１は、感光体ドラム１０の表面を均一に帯電する装置である。なお、帯電装
置１１は、タングステンワイヤ等の帯電線、金属製のシールド板またはグリット板よりな
るコロナ帯電器、帯電ローラ、帯電ブラシのいずれであってもよい。
【００２７】
　露光装置１２は、均一に帯電された感光体ドラム１０上に光を走査して感光体ドラム１
０上に静電潜像を書き込むものである。なお、露光装置１２は、レーザスキャニングユニ
ット（ＬＳＵ）であってもよいし、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）アレイであってもよ
い。
【００２８】
　現像装置１３は、露光装置１２によって書き込まれた静電潜像に対して現像剤を供給す
ることにより当該静電潜像を顕像化（現像処理）するものである。この現像装置１３につ
いては後に詳述する。
【００２９】
　転写装置１４は、感光体ドラム１０上に顕像化された画像を記録媒体（用紙）上に転写
するための転写バイアスを放出するものである。なお、転写装置１４としては、図１に示
される転写ローラであってもよいし、帯電ブラシやコロナ帯電器を転写装置１４として用
いてもよい。
【００３０】
　クリーニング装置１５は、転写後の感光体ドラム１０上に残留した現像剤を除去して感
光体ドラム１０上に新たな画像を記録することを可能にするものである。除電装置１６は
、感光体ドラム１０表面を除電するためのものである。除電装置１６にて除電された感光
体ドラム１０表面は再び帯電装置１１により一様に帯電され、上記で述べたプロセスが繰
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り返される。
【００３１】
　また、転写装置１４によって画像が転写された記録媒体は定着装置１７に搬送される。
そして、定着装置１７において、記録媒体上の画像は熱と圧力とによって定着され、これ
により記録媒体上に画像が印刷されることになる。
【００３２】
　図２に、現像装置１３の要部の一構成例を示す。なお、図２は、現像装置１３を、現像
ローラ８９の長手方向（軸方向）の端部側より見た図面である。図２に示すように、現像
装置１３は、現像剤を引き付ける現像スリーブ２０および磁気部材２１からなる現像ロー
ラ８９と、現像スリーブ２０による現像剤の引き付け量を規制するドクターブレード１０
１と、現像剤を収容する現像槽１９と、現像槽１９の内部で現像剤を攪拌搬送する第１攪
拌搬送部材２８及び第２攪拌搬送部材２９と、現像槽１９の内部の現像剤量を検出するセ
ンサ３４とを備えている。なお、本実施形態の現像剤とは、磁性キャリアとトナーとから
なる２成分現像剤であるものとする。また、本実施形態では、平均粒径が６．２μｍのト
ナーと平均粒径が５０μｍの磁性キャリアとが用いられるが、各平均粒径はこれら値に限
定されるものではない。
【００３３】
　現像スリーブ２０は、参照符１０２に示される回転方向に回転、つまり現像槽１９から
露出している部分が下方から上方へ向けて回転する汲み上げ現像方式であり、感光体ドラ
ム１０と対向する領域である現像領域において、感光体ドラム１０と同一方向に移動する
（つまり、回転方向は逆）。なお、本実施形態の現像装置１３では汲み上げ現像方式が採
用されているが、この方式に限定されるものではない。そして、現像スリーブ２０は、現
像槽１９内の現像剤を磁気部材２１の磁力によって外周面に吸着し、現像剤が穂状に連な
った磁気ブラシを前記外周面に形成する。つまり、現像剤は磁気ブラシの形で現像スリー
ブ２０に担持される。さらに、現像スリーブ２０は、回転することによって、外周面に吸
着した現像剤を現像領域に搬送する。現像領域では、磁気ブラシを形成する現像剤中の電
荷を有するトナーが、現像スリーブ２０と感光体ドラム１０との電位差に応じて、現像ス
リーブ２０から感光体ドラム１０に供給される。これにより、感光体ドラム１０上の静電
潜像が現像され、トナー像が形成される。なお、現像スリーブ２０および磁気部材２１の
構成については後に詳述する。
【００３４】
　ドクターブレード（ブレード部材）１０１は非磁性材料からなる。ドクターブレード１
０１は、現像槽１９や、固定用板金（不図示）等にネジもしくはリベットにより固定され
る。ここでは、固定用板金等に固定ビスを用いて固定したが、特に限定するものではない
。また、ドクターブレード１０１は、現像スリーブ２０の外周面に対して間隙を空けて設
置されている。この間隔をドクターギャップ（以下、ＤＧと記載）とする。本実施の形態
の現像装置１３では、ＤＧは例えば０．５ｍｍに設定されている。ＤＧの設定値は、現像
剤の条件、現像ローラ８９の条件などにより適宜調整しても良い。
【００３５】
　図３に、図２に示した現像槽１９の内部構成を示す。なお、図３は、現像槽１９内部を
上方より見た図面である。現像槽１９は、たとえば硬質の合成樹脂などからなり、図３に
示すように、現像ローラ８９の軸方向を長手方向とした筐体である。現像槽１９は、現像
ローラ８９の軸方向の長さＬ１にほぼ対応する長さを有しており、内部は、現像槽１９の
長手方向（現像ローラ８９の軸方向に同じ）と平行に延設される仕切壁部材２５にて２槽
に仕切られている。
【００３６】
　２槽のうちの一方は、現像剤を攪拌搬送して現像ローラ８９に供給する現像領域槽２３
であり、他方は、トナーホッパ１０４（図２参照）から補給されるトナーを現像剤と攪拌
し、かつ搬送して現像領域槽２３へ供給される攪拌領域槽２４である。
【００３７】
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　ここで、仕切壁部材２５は、現像領域槽２３と攪拌領域槽２４とを仕切るものではある
が、現像領域槽２３と攪拌領域槽２４との各々を完全に封じきるように仕切るものではな
い。即ち、仕切壁部材２５における現像槽１９の長手方向の両側部の２箇所には、現像領
域槽２３と攪拌領域槽２４とを連通させる第１通路２６及び第２通路２７が形成されてい
る。
【００３８】
　これにより、現像槽１９内に収容される現像剤は、その一部が現像領域槽２３から攪拌
領域槽２４へ移動することが可能であり、また逆に攪拌領域槽２４から現像領域槽２３へ
移動可能となる。
【００３９】
　そして、現像槽１９内には、回転軸方向が現像槽１９の長手方向に対して平行になるよ
うに、現像ローラ８９と、現像剤を攪拌搬送する第１攪拌搬送部材２８と第２攪拌搬送部
材２９とが回転自在に設けられている。詳細には、現像領域槽２３内に、現像ローラ８９
と第１攪拌搬送部材２８とが設けられ、攪拌領域槽２４内に第２攪拌搬送部材２９が設け
られている。
【００４０】
　本実施の形態において、第１攪拌搬送部材２８及び第２攪拌搬送部材２９は、いわゆる
スクリュー部材であり、回転動作することによって、現像槽１９内の現像剤を攪拌し、搬
送する。
【００４１】
　第１攪拌搬送部材２８は、現像領域槽２３内の現像ローラ８９の下近傍にて、矢印３５
方向（現像槽１９の一方の端部Ａから他方の端部Ｂへ向う方向）へ現像剤を搬送する。第
２攪拌搬送部材２９は、第１攪拌搬送部材２８によって現像槽１９の端部Ｂ付近に搬送さ
れた現像剤を、第１通路２６で攪拌領域槽２４に移動させ、矢印３６方向に搬送するとと
もに、仕切壁部材２５に沿って矢印３７方向（端部Ｂから端部Ａへ向かう方向）へ搬送す
る。
【００４２】
　現像剤は、端部Ａ付近で第２通路２７を通りぬけ矢印３８方向へと搬送され、再び第１
攪拌搬送部材２８にて移動される。したがって、現像槽１９内では、第１及び第２の各攪
拌搬送部材２８，２９と仕切壁部材２５とによって、矢印３５，３６，３７，３８で示さ
れる現像剤の循環流が形成される。
【００４３】
　センサ３４は、現像槽１９内の現像剤量を検出するものである。センサ３４としては、
透磁率センサや、圧電検知式センサを用いることができる。これらのセンサによれば、現
像剤量として、現像剤中のトナー量、換言すれば磁性キャリアとトナーとの配合比である
トナー濃度を検出できる。
【００４４】
　また、センサ３４は、図２および図３に示すように、現像領域槽２３内で、現像剤の攪
拌搬送方向下流側、すなわち現像槽１９の端部Ｂ付近且つ現像領域槽２３の壁材に装着さ
れている。このような位置にセンサ３４を取り付けることによって、センサ３４は、現像
ローラ８９でトナーを消費した直後の現像剤のトナー濃度を測定することができる。
【００４５】
　現像装置１３では、トナー濃度の検出出力に応じ、制御部（不図示）がトナーホッパ１
０４（図２）を動作させて、攪拌領域槽２４へトナーを補給する。
【００４６】
　このように、現像装置１３では、現像された後の現像剤のトナー濃度を検出して、適正
なトナー濃度になるように、現像剤のトナー濃度を高い精度で制御することが可能になる
。なお、センサ３４の位置は、上記位置以外に設置しても、トナー濃度を適正に検知でき
ればどこでも良い。
【００４７】



(8) JP 5064163 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

　つぎに、図２を用いて、トナーホッパ１０４から現像槽１９にトナーを補給する処理の
概要を説明する。トナーホッパ１０４は、たとえば硬質合成樹脂などからなる容器部材で
ある。トナーホッパ１０４は、内部空間にトナーを収容し、制御部（不図示）からの動作
指令に応じて内部のトナー補給ローラ４９を駆動させて、現像槽１９に対してトナー５０
を補給する。
【００４８】
　トナー補給ローラ４９は、攪拌領域槽２４の直上であって、その外周がトナー補給口１
０４ａに摺接しながら回転可能なように設けられる。トナー補給ローラ４９は、芯金のま
わりに円筒状のたとえば発泡ウレタンなどの多孔性弾性部材が設けられたものである。ト
ナーホッパ１０４内でトナー補給ローラ４９に保持されるトナーが、トナー補給口１０４
ａとトナー補給ローラ４９との摺擦でトナー補給ローラ４９から脱落し、現像槽１９へ補
給される。
【００４９】
　また、トナーホッパ１０４のトナー補給口１０４ａは、攪拌領域槽２４内の第２攪拌搬
送部材２９の上方に配されている。これにより、トナーホッパ１０４のトナー５０が第２
攪拌搬送部材２９上に落下するように現像槽１９に補給される。攪拌領域槽２４において
、トナー５０が補給された現像剤は、前述の現像槽１９内の循環流（矢印３５～３８で示
す流れ）に従って攪拌される。
【００５０】
　つぎに、現像ローラ８９に含まれる現像スリーブ２０および磁気部材２１の詳細につい
て説明する。図２に示すように、現像スリーブ２０は、感光体ドラム１０に対面し、且つ
、その軸方向が感光体ドラム１０の軸方向に平行になるように配置され、現像槽１９のフ
レームに支持されている。
【００５１】
　そして、現像スリーブ２０は、磁気部材２１の外周に回転自在に設けられた部材であり
、磁気部材２１は、現像スリーブ２０の中空部（内周側）にて非回転に配設されると共に
複数の磁石より形成された円柱状のマグネットローラである。また、磁気部材２１は、た
とえば複数の永久磁石から構成され、永久磁石が円周方向に沿って並ぶように配され、全
体では円柱形状を成している。
【００５２】
　現像スリーブ２０は、非磁性材料からなる円筒形状の部材である。非磁性材料としては
、例えば、ＳＵＳ３０２、ＳＵＳ３０３、ＳＵＳ３０４、ＳＵＳ３０４Ｃｕ、ＳＵＳ３０
４Ｌ、ＳＵＳ３０４Ｎ１、ＳＵＳ３０４Ｊ３、ＳＵＳ３０５、ＳＵＳ３０５Ｊ１、ＳＵＳ
３０９Ｓ、ＳＵＳ３１０Ｓ、ＳＵＳ３１６、ＳＵＳ３１６Ｌ、ＳＵＳ３１６Ｎ、ＳＵＳ３
１６Ｔｉ、ＳＵＳ３１６Ｊ１、ＳＵＳ３１６Ｆ、ＳＵＳ３１７、ＳＵＳ３１７Ｆ、ＳＵＳ
３２１、ＳＵＳ３４７などのステンレス、アルミニウム、銅を用いることができる。
【００５３】
　磁気部材２１は、現像領域に対向する位置に配されるＮ１極と、Ｎ１極よりも回転方向
１０２の下流側にてＮ１極に隣り合うように配されるＳ２極と、Ｓ２極よりも回転方向１
０２の下流側にてＳ２極に隣り合うように配されるＮ３極と、Ｎ３極よりも回転方向１０
２の下流側にてＮ３極と隣り合うように配されるＮ２極と、Ｎ１極よりも回転方向１０２
の上流側且つＮ２極よりも回転方向１０２の下流側にて配されるＳ１極とを含む。なお、
Ｓ１極およびＳ２極は各々Ｓ極の磁極であり、Ｎ１極～Ｎ３極は各々Ｎ極の磁極である。
【００５４】
　Ｓ１極（第１磁極）は、現像槽１９内に位置し且つ現像領域より回転方向１０２の上流
側に位置する第１領域４０に対して、現像槽１９の現像剤を現像スリーブ２０の外周面に
引き付ける（汲み上げる）ための磁界を形成する引付極（汲み上げ極）としての機能を有
する。
【００５５】
　Ｎ１極は、Ｓ１極によって現像スリーブ２０の外周面に引き付けられた現像剤が現像領



(9) JP 5064163 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

域においても前記外周面に保持され続けるための磁界を現像領域に形成する現像極として
の機能を有する。
【００５６】
　Ｎ３極（第２磁極）は、現像槽１９内に位置し且つ現像領域より回転方向１０２の下流
側であって第１領域４０よりも回転方向１０２の上流側に位置する第２領域４１に、現像
スリーブ２０外周面に付着している現像剤を当該外周面から引き離す（釈放する）ための
磁界を形成する引離極（釈放極）としての機能を有する。これにより、現像領域通過後の
現像スリーブ２０外周面に残存している現像剤は、第２領域４１において前記外周面から
現像槽１９へ落下する。したがって、第２領域４１を通過した後の現像スリーブ２０外周
面からは現像剤がほぼ除去されていることとなる。
【００５７】
　Ｎ２極（第３磁極）は、現像槽１９内に位置し且つ第１領域４０より回転方向１０２の
上流側であって第２領域４１よりも回転方向１０２の下流側に位置する中間領域４２に、
現像槽１９内の現像剤が現像スリーブ２０外周面に引き付けられる（汲み上げられる）こ
とを抑制するための磁界を形成する引付規制極（汲み上げ規制極）としての機能を有する
。これにより、第２領域４１を通過した後であって第１領域４０へ到達する前の現像スリ
ーブ２０の外周面には現像槽１９の現像剤は引き付けられない。
【００５８】
　また、現像スリーブ２０の周囲において、現像領域よりも回転方向１０２の上流側且つ
第１領域４０よりも回転方向１０２の下流側にドクターブレード１０１が配されている。
【００５９】
　このような構成により、現像槽１９内の現像剤は、第１領域４０において、Ｓ１極（引
付極）に形成される磁界によって現像スリーブ２０の外周面に引き付けられる。そして、
ドクターブレード１０１が、Ｓ１極によって現像スリーブ２０の外周面に引き付けられて
いる現像剤の量を規制する。これによって、現像領域に搬送される現像剤の量が調整され
ることになる。
【００６０】
　その後、現像スリーブ２０外周面に引き付けられている現像剤に含まれるトナーが、現
像領域において感光体ドラム１０へ供給される。さらに、現像領域通過後の現像スリーブ
２０の外周面に残存している現像剤は、第２領域４１において、Ｎ３極（引離極）に形成
される磁界によって前記外周面から引き離されて現像槽１９へ落下する。
【００６１】
　そして、第２領域４１よりも回転方向１０２下流側であって第１領域４０よりも回転方
向１０２の上流側の中間領域４２においては、Ｎ２極（引付規制極）に形成される磁界に
よって、現像槽１９内の現像剤は現像スリーブ２０の外周面に対して反発する。
【００６２】
　つまり、図２に示すように、現像槽１９の現像剤が現像スリーブ２０へ引き付けられる
領域である第１領域４０と、現像スリーブ２０に引き付けられている現像剤が現像槽１９
へ落下する領域である第２領域４１との間には、現像槽１９の現像剤が現像スリーブ２０
に対して反発する領域である中間領域４２が配され、第２領域４１と第１領域４０とは離
間していることになる。それゆえ、第２領域４１にて現像スリーブ２０から現像槽１９へ
落下した現像剤が、落下後直ちに第１領域４０にて現像スリーブ２０へ引き付けられると
いうような事は生じない。これにより、一部の現像剤のみが繰り返し使用される事を抑制
でき、現像剤の劣化速度を抑制する事が可能になる。
【００６３】
　これに対し、従来の現像装置では、現像スリーブに引き付けられている現像剤が現像ス
リーブから引き離され現像槽へ落下する領域である引離領域と、現像槽の現像剤が現像ス
リーブへ引き付けられる領域である引付領域とが隣接し合っていたため、落下領域と引付
領域との境界付近において現像スリーブから落下した現像剤が落下後直ちに現像スリーブ
へ引き付けられるという事が生じ、これにより、一部の現像剤のみが繰り返し使用され、
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一部の現像剤のみが直ぐに劣化してしまうという不都合が生じていた。
【００６４】
　また、本実施形態においては、Ｓ１極を前記引付極として機能させ、Ｎ１極を前記現像
極として機能させ、Ｎ３極を前記引離極として機能させ、Ｎ２極を前記引付規制極として
機能させるために、磁束密度のピーク値が１２５ｍＴのＮ極をＮ１極とし、磁束密度のピ
ーク値が４５ｍＴのＳ極をＳ１極とし、磁束密度のピーク値が２０ｍＴのＮ極をＮ２極と
し、磁束密度のピーク値が４２ｍＴのＮ極をＮ３極とし、磁束密度のピーク値が８０ｍＴ
のＳ極をＳ２極とした。
【００６５】
　なお、Ｎ３極を前記引離極として機能させ、且つ、Ｎ３極よりも回転方向１０２の下流
側にてＮ３極と隣り合うＮ２極を前記引付規制極として機能させるためには、Ｎ３極とＮ
２極とを同一極性の磁極として、Ｎ２極の磁束密度のピーク値を１０ｍＴ～３０ｍＴにす
る必要がある。
【００６６】
　また、本実施形態では、磁気部材２１は５つの磁石を有していることになるが、磁気部
材２１に前記現像極と前記引付極と前記引離極と前記引付規制極とが含まれていれば、磁
石の含有数は５つに限定されるものではない。なお、磁気部材２１に含有される各磁石の
厚みや幅を調整し、また、磁気部材２１に含有されている各磁石に対する着磁処理の条件
を変更することによって、各極の磁力強さを調整することが可能である。
【００６７】
　〔実施の形態２〕
　感光体ドラム上に高画質のトナー画像を長期間安定して形成し続けるためには、現像ロ
ーラによって現像領域に搬送される現像剤の搬送量を安定させることが肝心である。しか
し、現像剤が劣化すると、現像剤のスペント化（トナーが融けてキャリアにトナーの膜が
形成される）が生じ、また、トナーから外添剤（シリカや酸化チタン）が剥れると共に外
添剤がトナーに埋没する現象が生じる。これにより、現像剤の流動性が悪くなり、現像剤
の搬送量が不安定化し、その結果、ベタ画像等を印字した時に白筋が生じてしまうという
画質不良が生じる。
【００６８】
　そこで、現像剤の劣化が生じる要因について検討したので、検討内容について以下説明
する。現像槽内においては、スクリューによる現像剤の攪拌、現像スリーブ外周面への現
像剤の引き付け、現像領域での現像、現像スリーブ外周面からの現像剤の引き離しが繰り
返し行われ、常に、現像剤にストレスがかかっている。その中でも、現像スリーブ外周面
に現像剤が引き付けられる過程と、ドクターブレードによって現像スリーブ外周面に引き
付けられる現像剤の量が規制される過程とで顕著にストレスが付与され、このストレスに
よって現像剤の劣化が顕著に促進されることになる。
【００６９】
　また、ドクターブレードに起因した現像剤の劣化について詳細に検討したので、この検
討の内容も以下説明する。現像槽内の現像剤は、引付極から発生する磁束であって現像ス
リーブ外周の法線方向に伸びる磁束によって現像スリーブ外周面に引き付けられ、現像ス
リーブ外周面に付着する。また、現像剤は、現像スリーブ外周面において、前記法線方向
の磁束によって前記法線方向に伸びる穂立ち状の磁気ブラシになる。そして、現像スリー
ブの回転によって磁気ブラシは現像スリーブの回転方向（スリーブ外周の接線方向）に沿
って移動し、ＤＧ（ドクターギャップ）においてドクターブレード１０１に衝突する。こ
のとき、磁気ブラシには前記法線方向の磁束によって前記法線方向の拘束力が作用してい
る一方で前記衝突による衝撃力が前記回転方向に作用する。これにより、磁気ブラシのキ
ャリアとキャリアとが摩擦を起こし、この摩擦によって現像剤に大きなストレスが付与さ
れ、このストレスによって現像剤が劣化する。
【００７０】
　以上にて示した検討の内容からすれば、前記法線方向の磁束とドクターブレードとが現
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の配置を調整することによって現像剤の劣化を抑制することを検討した。この検討内容を
図４に基づいて説明する。
【００７１】
　図４は、実施の形態１にて示した現像スリーブ２０の周囲に形成される磁界の分布を示
した図である。図４において、１点鎖線によって示される領域は、接線方向（現像スリー
ブ外周に対する接線の方向）に伸びる磁束からなる磁界の分布を示し、２点鎖線によって
示される領域は、法線方向（現像スリーブ外周に対する法線の方向）に伸びる磁束からな
る磁界の分布を示す。
【００７２】
　また、図４では、Ｎ１極（現像極）によって形成され且つ法線方向の磁束からなる磁界
１０５の磁束密度（磁力）と、Ｎ１極とＳ１極とによって形成され且つ接線方向の磁束か
らなる磁界１０６の磁束密度と、が点線Ｌ１上にて等しくなる。さらに、図４では、磁界
１０６の磁束密度と、Ｓ１極（引付極，汲み上げ極）によって形成され且つ法線方向の磁
束からなる磁界１０７の磁束密度とが、点線Ｌ２上において等しくなる。そして、図４に
おいて、点線Ｌ１と点線Ｌ２との間の領域では、接線方向の磁束からなる磁界１０６の磁
束密度が法線方向の磁束からなる磁界１０５の磁束密度よりも大きくなる。
【００７３】
　ここで、図４に示すように、点線Ｌ１と点線Ｌ２との間の領域にドクターブレード１０
１を配置すれば、現像スリーブ２０外周面に形成されている磁気ブラシがドクターブレー
ド１０１に衝突する際に磁気ブラシに作用する摩擦力が低減し、これにより現像剤に付与
されるストレスも低減し、現像剤の劣化速度が抑制される。これは、点線Ｌ１と点線Ｌ２
との間の領域においては、法線方向の磁束よりも接線方向の磁束の方が顕著になり、前記
磁気ブラシに作用する前記法線方向の拘束力は小さくなると共に、前記接線方向（現像ス
リーブ２０の回転方向）に移動する磁気ブラシに対して前記接線方向への磁力が作用する
ため、前記接線方向に移動する磁気ブラシがドクターブレードに衝突しても、キャリアと
キャリアとの間に摩擦が起こりにくくなるからである。
【００７４】
　〔実験例〕
　現像ローラに含まれる各磁極について磁束密度の適正値の検討を行う為の実験を行った
ので、この実験を以下にて説明する。
【００７５】
　実験は、実施例１の現像装置～実施例８の現像装置，比較例１の現像装置～比較例６の
現像装置に対して行われた。この実験とは、現像スリーブを１０時間回転させ続ける間（
回転数：５００ｒｐｍ）、一定時間ごとに複写機（商品名：ＭＸ－７０００Ｎ、シャープ
（株）社製）にて一定現像条件（帯電、現像、一定条件）下で全面ベタ画像を印字し、ベ
タ画像中に濃度ムラや白筋が生じているかチェックを行うものである。このチェックにお
いて、画像に問題がない場合は○、画像に濃度ムラや白筋が明らかに発生している場合は
×、画像には問題ないレベルであるが若干濃度ムラが発生しかかっている場合は△とした
。なお、（１）現像槽の内部温度２５℃且つ内部湿度５０％，（２）現像槽の内部温度３
５℃且つ内部湿度５０％，（３）現像槽の内部温度４５℃且つ内部湿度５０％，の各条件
にて実験を行った。実験の結果は以下の表１に示される。
【００７６】
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【表１】

【００７７】
　（ａ）実施例１～３、比較例１～２について
　実施例１は、図２の現像装置１３において、Ｎ１極の磁束密度のピーク値を１２５ｍＴ
、Ｓ１極の磁束密度のピーク値を４５ｍＴ、Ｎ２極の磁束密度のピーク値を２０ｍＴ、Ｎ
３極の磁束密度のピーク値を４２ｍＴ、Ｓ２極の磁束密度のピーク値を８０ｍＴとしたも
のである。実施例２は、Ｎ２極の磁束密度のピーク値を１０ｍＴとした以外は実施例１と
同一条件にしたものである。実施例３は、Ｎ２極の磁束密度のピーク値を３０ｍＴとした
以外は実施例１と同一条件にしたものである。また、比較例１は、Ｎ２極の磁束密度のピ
ーク値を５ｍＴとした以外は実施例１と同一条件にしたものである。比較例２は、Ｎ２極
の磁束密度のピーク値を４０ｍＴとした以外は実施例１と同一条件にしたものである。
【００７８】
　表１に示されるように、実施例１～実施例３では良好な画像が得られたのに対して、比
較例１および比較例２では、各環境下において１時間後に白筋が発生した。これは、比較
例１では、Ｎ２極の磁力が弱いため、Ｓ１極による影響が第２領域４１やＮ３極に及ぼさ
れ、第２領域４１においてＮ３極によって現像スリーブ２０外周面から引き離されるはず
の現像剤が十分に引き離されずに現像スリーブ２０外周面に残ったままになり、同じ現像
剤が使用され続けるという事態が生じ、直ぐに現像剤が劣化したためであると考えられる
。また、比較例２では、Ｎ２極の磁力が実施例１に比べて強すぎるため、図６に示すよう
に、中間領域４２においてＮ２極によって現像槽１９の現像剤が現像スリーブ２０に引き
付けられるという事態が生じ、第２領域４１にて現像スリーブ２０から現像槽１９へ落下
した現像剤が、落下後直ちに中間領域４２にて現像スリーブ２０へ引き付けられるという
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ようになり、同じ現像剤が何度も使用され続けることになり、直ぐに現像剤が劣化したた
めであると考えられる。
【００７９】
　それゆえ、実施例１～３および比較例１～２からすれば、Ｎ２極の磁束密度のピーク値
は１０ｍＴ～３０ｍＴが好ましいといえる。
【００８０】
　（ｂ）実施例４～５、比較例３～４について
　実施例４は、Ｓ１極の磁束密度のピーク値を３０ｍＴとした以外は実施例１と同一条件
にしたものである。実施例５は、Ｓ１極の磁束密度のピーク値を６０ｍＴとした以外は実
施例１と同一条件にしたものである。また、比較例３は、Ｓ１極の磁束密度のピーク値を
２０ｍＴとした以外は実施例１と同一条件としたものである。比較例４は、Ｓ１極の磁束
密度のピーク値を７０ｍＴとした以外は実施例１と同一条件にしたものである。
【００８１】
　表１に示されるように、実施例４および実施例５では良好な画像が得られたのに対して
、比較例３では初期から実験終了までベタ画像において濃度ムラが生じ、比較例４では３
５℃及び４５℃環境下において実験途中からベタ画像に白筋が発生した。これは、比較例
３では、Ｓ１極の磁力が弱いために、十分な量の現像剤を現像スリーブ２０に引き付ける
ことができず、現像処理に必要な量の現像剤を現像領域まで搬送できないため、良質な画
像を得る事ができないものと考えられる。また、比較例４では、Ｓ１極の磁力が強すぎる
ために、第１領域４０にて現像スリーブ２０に引き付けられる現像剤が多くなりすぎ、ド
クターブレード１０１によって掻き落とされる現像剤の量が増加し、現像剤に対するスト
レスの付加頻度が高くなり、現像剤の劣化が促進されるために、画質劣化が生じたものと
考えられる。
【００８２】
　それゆえ、実施例４～５および比較例３～４からすれば、Ｓ１極の磁束密度のピーク値
は３０ｍＴ～６０ｍＴが好ましいといえる。
【００８３】
　（ｃ）実施例６～８、比較例５～６について
　実施例６～８、比較例５～６は、図５に示す現像ローラ８９ａを有する現像装置である
。現像ローラ８９ａは、図５に示すように、現像スリーブ２０と現像スリーブ２０の内側
に配される磁気部材２１ａとを有し、磁気部材２１ａは７つの磁石を含んでいる。そして
、磁気部材２１ａにおいては、図５に示すように、Ｎ１１極とＳ１４極とＮ１３極とＳ１
３極とＳ１２極とＮ１２極とＳ１１極とがこの順で現像スリーブ２０の回転方向１０２ａ
に沿って並ぶように配置される。なお、Ｓ１１極～Ｓ１４極は各々Ｓ極の磁極であって、
Ｎ１１極～Ｎ１３極は各々Ｎ極の磁極である。
【００８４】
　さらに、図５の磁気部材２１ａにおいて、現像極として機能する磁極はＮ１１極であり
、引離極（釈放極）として機能する磁極はＳ１３極であり、引付規制極（汲み上げ規制極
）として機能する磁極はＳ１２極であり、引付極（汲み上げ極）として機能する磁極はＮ
１２極である。また、図５の磁気部材２１ａにおいては、Ｎ１１極の磁束密度のピーク値
は１１５ｍＴであり、Ｓ１１極の磁束密度のピーク値は６５ｍＴであり、Ｎ１２極の磁束
密度のピーク値は４０ｍＴであり、Ｓ１２極の磁束密度のピーク値は２５ｍＴであり、Ｓ
１３極の磁束密度のピーク値は２５ｍＴであり、Ｎ１３極の磁束密度のピーク値は４５ｍ
Ｔであり、Ｓ１３極の磁束密度のピーク値は７５ｍＴである。
【００８５】
　また、図５では、Ｓ１１極によって形成され且つ法線方向の磁束からなる磁界１０５ａ
の磁束密度（磁力）と、Ｓ１１極とＮ１２極とによって形成され且つ接線方向の磁束から
なる磁界１０６ａの磁束密度と、が点線Ｌ１´上において等しくなる。さらに、図５では
、磁界１０６ａの磁束密度と、Ｎ１２極（引付極，汲み上げ極）によって形成され且つ法
線方向の磁束からなる磁界１０７ａの磁束密度と、が点線Ｌ２´上において等しくなる。
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【００８６】
　そして、点線Ｌ１´と点線Ｌ２´との間の領域では接線方向の磁束からなる磁界１０６
ａの磁束密度が法線方向の磁束からなる磁界１０５ａの磁束密度よりも高くなり、点線Ｌ
１´と点線Ｌ２´との間の領域にある点線Ｌ３´上においては接線方向の磁束からなる磁
界１０６ａの磁束密度がピークを示す。
【００８７】
　さらに、図５では、点線Ｌ４´上において磁界１０５ａの磁束密度がピークを示し、点
線Ｌ５´上において磁界１０７ａの磁束密度がピークを示す。ここで、点線Ｌ４´と点線
Ｌ１´との間の領域では接線方向の磁束からなる磁界１０６ａの磁束密度よりも法線方向
の磁束からなる磁界１０５ａの磁束密度の方がおおきくなる。また、点線Ｌ２´と点線Ｌ
５´との間の領域では接線方向の磁束からなる磁界１０６ａの磁束密度よりも法線方向の
磁束からなる磁界１０７ａの磁束密度の方がおおきくなる。
【００８８】
　そして、図示していないが、実施例６の現像装置では、図５において点線Ｌ１´と点線
Ｌ３´との間にドクターブレードが設置されている。また、実施例７の現像装置では、図
５において点線Ｌ２´と点線Ｌ３´との間にドクターブレードが配置されている。さらに
、実施例８の現像装置では、図５において点線Ｌ３´上にドクターブレードが配置されて
いる。
【００８９】
　また、比較例５の現像装置では、図５において点線Ｌ２´と点線Ｌ５´との間にドクタ
ーブレードが配置されている。比較例６の現像装置では、図５において点線Ｌ４´と点線
Ｌ１´との間にドクターブレードが配置されている。
【００９０】
　そして、表１に示されるように、比較例５および比較例６では、実験途中からベタ画像
に白筋が発生し、良好な画像が得られなかった。この理由を以下説明する。比較例５およ
び比較例６では、接線方向の磁束よりも法線方向の磁束が強い場所にドクターブレードが
配置されているため、ドクターブレードに衝突する磁気ブラシには法線方向の磁束による
磁気的拘束力が強く作用する一方、前記衝突によって現像スリーブの回転方向に向いた衝
撃力が磁気ブラシに作用する。そして、これらの作用によって、磁気ブラシのキャリアと
キャリアとが摩擦を起こし、この摩擦によって現像剤に大きなストレスが付与され、この
ストレスによって現像剤の劣化が促進され、印刷画像の画質が劣化するものと考えられる
。
【００９１】
　これに対し、実施例６～８では各環境とも良好な画像が得られた。これは、実施例６～
８では、前記法線方向の磁束が弱く且つ前記接線方向の磁束の強い場所にドクターブレー
ドが配置されているため、ドクターブレード近傍において、磁気ブラシに作用する前記法
線方向の拘束力は小さくなり、磁気ブラシに対して前記接線方向への磁力が作用するため
、前記接線方向に移動する磁気ブラシがドクターブレードに衝突しても、キャリアとキャ
リアとの間に摩擦が起こりにくくなるからである。
【００９２】
　特に、実施例７および実施例８では、ドクターブレード１０１は、前記接線方向に沿っ
た磁束の磁束密度が前記回転の方向の上流側よりも下流側の方が高くなっている領域（Ｌ
２´とＬ３´との間）に配置されていることになるが、このような配置によって現像剤の
劣化速度をより低減させることができ、より良好な画像を得ることができる。
【００９３】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、上述した実施形態において開示された各技術的手段を適宜組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
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　本発明の現像装置は電子写真方式の印刷装置に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像形成装置の内部構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る現像装置の構成を示す図である。
【図３】図２に示した現像装置における現像槽の内部を示す図である。
【図４】現像スリーブの周囲に形成される磁界の分布を示した図である。
【図５】７つの磁石を含有する現像ローラの周囲に形成される磁界の分布を示した図であ
る。
【図６】比較例２の現像装置を示す図である。
【符号の説明】
【００９６】
　　１０　　感光体ドラム
　　１３　　現像装置
　　１９　　現像槽
　　２０　　現像スリーブ
　　２１　　磁気部材
　　４０　　第１領域
　　４１　　第２領域
　　４２　　中間領域
　　８９　　現像ローラ
　１００　　画像形成装置
　１０１　　ドクターブレード（ブレード部材）
　Ｓ１極　　引付極（第１磁極）
　Ｎ３極　　引離極（第２磁極）
　Ｎ２極　　引付規制極（第３磁極）
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